
次の要件全てに該当する方
※詳細は必ず募集要領を参照してください

令和８年４月１日から令和９年１月31日までに、茨城県内にて起業する方、
事業承継または第二創業する方

茨城県内に居住している方、または令和９年１月31日までに茨城県内に居住
予定の方

茨城県内の地域課題に対する社会的事業を行う起業者等

対象者

令和８年４月24日(金) ～ 5月28日(木)   (17時必着)

補助対象事業
茨城県が地域再生計画において定める分野（地域活性化関連、まちづくりの推進、
農業振興、医師不足対策、過疎地域等活性化関連、買物弱者支援、地域交通支援、
社会教育関連、子育て支援、環境関連、社会福祉関連分野 等）において、地域の
課題の解決に資する要件（下記ア～ウ）をすべて満たす社会的事業であること。

応募方法は裏面

（補助率２分の1）

補助上限額

採択予定
５件程度

Society5.0について
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/



伴走支援について

事業スケジュール

移住支援金について

当起業支援金に採択された方で、東京23区に在住又は東京圏在住で23区に通勤する方が、
茨城県に移住し、要件を満たす場合に、以下の移住支援金を支給します。
※世帯 100万円（＋子ども１人につき最大100万円）
※単身 60万円

参考:わくわく茨城生活実現事業（茨城県移住支援金）について
https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kikaku/ijyusuishin/iju-2chiiki/ijushienkin.html

※詳細は転入先市町村にてご確認ください。

人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、
旅費、マーケティング費、広報費、外注費、委託費等

補助対象経費

お問合せ先

専門家による伴走支援

公募
開始

申請書
提出

交付
決定

事業実施期間 実績
報告

起業（法人設立・開業届出）

完了検査
起業支援金支払

審査
会

2月下旬4/24～5/28 ～2/106月下旬 7月上旬
交付決定日から
令和9年1月31日まで

中小企業診断士の資格を持ったコーディネーターが、申請前の相談及び事業計画の
策定から採択後のサポートを行います。サポートを受けたい方は、下記の問合わせ先
までご連絡ください。

茨城県地域課題解決型起業支援金事務局
株式会社ひたちなかテクノセンター 企業支援部 経営基盤支援グループ
住所:茨城県ひたちなか市新光町38番地
TEL :029-264-2242
E-mail : kiban@htc.co.jp
ホームページ: https://www.htc.co.jp/

＼詳細はこちら／

本支援金の詳細や応募方法については、㈱ひたちなかテクノセンター及び
茨城県ホームページでご確認いただけます

応募方法

提出期限:令和８年５月２8日（木） 17:00必着
提出書類:応募申請書、事業計画書、補助対象経費詳細表、住民票、茨城県納税証明書等

※詳細は、㈱ひたちなかテクノセンター ホームページ内にてご確認をお願いいたします↓
提出方法:郵便、宅配便又は持参

移住支援金はこちら
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